
5.単価を申請する 

通所交通費助成システム 
5.1.2 - 1 

5.1.2 （公共交通機関）入力した経路が検索結果に出てこない場合の単価の申請を行う  
 
本システムでは、運賃検索ソフトを用いて申請された経路の乗降駅・バス停より最も経済的な経路を算出します。 
しかし、一部の交通機関（地域コミュニティバス等）は運賃検索ソフトが未対応の場合があります。 
その場合における、経路情報の入力手順です。 

 
以下の入力を例として、手入力で単価申請を行うまでの手順を示します。 

 
（入力例） 

システム未対応の地域コミュニティバス（小雀乗合バス「こすずめ号」）を利用している利用者について、 
「小雀浄水場前～大船駅東口」までの経路を手入力で追加登録する。 

 
 
(1) 公共交通機関申請画面を開く 
業務メニュー画面より、 ボタンを押し、利用者ごとの公共交通機関申請画面を表示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ボタンを押すと 
公共交通機関申請画面が 

表示されます。 
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（２）公共交通機関申請画面を使って申請内容を入力する 
 

① 通常の入力手順と同様に、通所者の利用しているサービスの種別及び通所者の情報を入力します。 
入力の方法については、 
「5.1.1.公共交通機関を利用して新しく通所を開始する利用者の単価申請を行う」 

を参照してください。 
 

② 通所経路の情報を入力します。 
しかし、以下の様に運賃検索ソフト未対応の路線の場合、入力したいバス停の候補が表示されません。 

 

 
運賃検索ソフト未対応の路線の登録を行いたい場合、以下の操作を行います。 

 
②－１ 運賃検索ソフトに対応している区間の経路について、通常の入力手順と同様に通所経路順に入力 

した後、 ボタンを押します。 
 

・（入力例）の場合における、 ボタンを押した後の状態 
 （運賃検索ソフトに対応した区間の経路を取込んだ状態） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

運賃検索ソフト未対応の路線の場合、 
入力したいバス停（今回は「小雀浄水場前」）が 
表示されません。 
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②－２ システム未対応の路線経路を手入力する為、入力欄右上の（経路情報手入力チェックボックスを 
選択します（□（チェックボックス）に✔）。 

 
 
 
 
 
 
 
 

②－３ 経路情報手入力チェックボックスにチェックを入れると、以下の説明ウィンドウが表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回のケースは「新しいバス経路やコミュニティバス等の申請である為、システム上で運賃の検索が 
されなかった場合」に該当しますので説明内容を確認の上、入力作業を行ってください。 

 
 
  

□経路情報手入力 
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②－４ 追加する経路情報を、現在表示されている経路の続きに手入力します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪ 入力の際の注意点等について ≫ 
・手入力では ボタンで取込んだ情報についても内容の変更が可能ですが、今回のように 
経路を追加する場合は内容を変更しないでください。 
・手入力で入力する経路の乗降地（駅・バス停）を全角で入力してください。 
・入力する経路のバスが「福祉パス」「敬老パス」の適用される路線、かつ通所者が「福祉パス」「敬老パス」の 
交付対象者の場合、福パ敬パ欄の□（チェックボックス）に ✔（チェック）してください。 
・入力する経路の区間について、片道の通常運賃を半角で入力してください。 
・入力する経路の区間について、６ヶ月の通常定期代金を半角で入力してください。 
※通所する経路の定期券が発行されていない等、６ヶ月の定期代金が入力できない場合は、自動で所定
の金額を計算しますので、入力の必要はありません。 
（通常運賃×２（往復分）×２０（１か月に通所する日数）×６（６ヶ月）） 

・備考（自由記入）に、手入力で行った理由を全角６０文字以内で入力してください。 
※今回は手入力の経路、バス会社等の情報を入力します。 

 
 
  

入力必須項目 必要に応じて入力する項目 
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・（入力例）の場合における、経路情報を手入力で入力した状態 
 （ ボタンを押す直前の状態、赤枠部分を手入力） 
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②－５ 手入力の内容を確認し、問題ない場合は ボタンを押し、運賃検索ソフトによる
金額情報と手入力で入力した金額情報を合算します。 
なお、ボタンを押した後、手入力した項目には “*” が表示されます。 

 
・（入力例）の場合における、 ボタンを押した状態 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
③ 入力内容を確認した後、問題ない場合は ボタンを押します。 
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（３）申請入力の完了 
 

ボタンを押すと、システム側で入力内容のチェックが行われます。 
入力内容のチェックで問題ない場合、公共交通機関申請内容印刷画面が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① のリンクを必ずクリックします。 
 
 
  

≪ 注意 ≫ 
この画面が表示されても、申請データの入力が登録されただけで、申請処理は完了していません。 
横浜市の承認をもって完了となります。申請後は以下の操作を行い、申請内容を印刷します。 

申請内容印刷 のリンクを 
必ず押してください。 
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のリンクをクリックすると、「通所交通費 単価申請内容（公共交通機関）」が 

PDF形式で表示されます。追加した内容が正しく反映されているかご確認ください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回、手入力によるパス欄、運賃及び定期代金の入力箇所に “*” が表示されるので確認してください。 
 

 ② 表示された「通所交通費 単価申請内容（公共交通機関）」を印刷し、通所者に申請内容の 
確認を行ってください。 
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